
今までのクレーン関係等の資格講習と同様に多くの方々が安全で

｢高所作業車運転技能講習」を開催します

従来から開催しています｢クレーン関係」等の教習に新たに

高所作業車運転技能講習を石川労働局から登録講習機関の

新しく

【作業床の高さ１０ｍ以上の運転の業務】　１２及び１４時間コース

登録認可を受け、令和３年４月より開催することになりました。

規定に定められた「機材･実技コース」等は支部敷地内に新設し、

規定による学科講師･実技指導員を選任して実施していくことに

なりました。

確実な業務を遂行されますよう、教習実施に努めてまいります。

北陸支部の教育方針

安全かつ人命を尊重し、受講者が適格に業務が遂行出来るように　

『優しく、時には厳しく、全力で』指導します。

講習料金についても地域では低料金で確実な教習機関としての役割を

日程･料金･申し込み方法等につきましては(日本クレーン協会北陸支部)検索

果たして参ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☟

　

              一般社団法人　日本クレーン協会北陸支部

 　「高所作業車運転技能講習」　　　　　　　　　　                     

 　石川労働局長登録教習機関　登録番号：第１９１号　　登録有効期限：令和７年１２月２４日

　              石川・富山各労働局長認可　登録教習機関

                       TEL:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４

                                               ㏋　URL　http://crane-hokuriku.jp/

tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４
tel:０７６－２６９－１８２２　　FAX：０７６－２６９－２５４４


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （全て税込価格) 

注）講習時間には学科及び実技の修了試験時間は含まれていません。 

 

 

コース 講 習 時 間 コース別受験資格 受講料 教材費 合計 
 

 

 

 

 

B 
コース 

 

 

 

学科：８時間(１日) 

実技：６時間(１日)  

１ 建設機械施工技術検定に合格した 

  者 

２ 大型特殊自動車免許、大型自動車

免許、中型自動車免許、準中型自

動車免許又は普通自動車免許を

有する者 

３ フォークリフト運転技能講習、ショベ

ルローダー等運転技能講習、車両

系建設機械（整地・運搬・積込み用

及び掘削用）運転技能講習、車両

系建設機械（基礎工事用）運転技

能講習、車両系建設機械（解体

用）運転技能講習又は不整地運搬

車運転技技能講習を修了した者 

(免許証・修了証の写しが必要) 

 

一般 

33,500円 

 

 

支部会員 

33,500円 

 

 

1,500円 

 

 

 

750円 

 

 

 

35,000円 

 

 

 

34,250円 

 

 

 

 

C 
コース 

学科：６時間(１日) 

実技：６時間(１日) 

移動式クレーン運転士免許もしくは 

小型移動式クレーン運転技能講習を

修了した者。 

(免許証・修了証の写しが必要) 

一般 

31,500円 

 

 

支部会員 

31,500円 

 

 

1,500円 

 

 

 

750円 

 

33,000円 

 

 

 

32,250円 

 

高所作業車運転技能講習のご案内

フォークリフト運転技能講習のご案内  作業床が高さ１０ｍ以上の運転技能講習を下記 

の通り開催しますのでご案内申し上げます。 

講習内容は学科講習と実技講習があります。 

受講免除科目がありコース 

によってそれぞれ受講時間 

が異なります。 

別紙開催日程をご覧下さい 

学科 1日(全員)8時間又は 6時間 

実技 1日（２班：２０名まで） 

延べ１４時間 

延べ１２時間 

 日程・受講資格・受講料 

石川労働局長登録番号第１９１号 

登録有効期限 令和７年１２月２４日 

2023.2 

 



コースの説明と申込みの方法 

★A コースは、自動車運転免許証が無い方のコースです。B コースの前に特別講習 1 日（学科３時

間）を受けていただきます。 

このコースは現在開設しておりません。 

★Bコースは、学科 1日（８H）、実技１日の受講が必要です。（実技は 2日間のうち 1日受講です。） 

★Cコースは、学科 1日（６H）、実技１日の受講が必要です。（実技は 2日間のうち 1日受講です。） 

★試験に合格しない場合は、補講を受けて一度だけ再試験することができます。補講の受講料金は 

学科講習が試験を含めて 1科目目の費用 2,５00円、2科目目以上の費用 5,000円 

実技講習は試験を含めて 1回のみ５,000円となります。 

★定員(1回の開催)学科 40名、「実技１日最大 20名（2班）」で 2日に分かれます。 

実技は、1班 10名の定員枠です。実技講習の日程は申し込み受付順とさせていただきます。 

日のご指定はできません。 

★法令改正により令和 4年 1月 2日より胴ベルト型安全帯は墜落制止用器具としては高さが 

６，７５ｍ以下での使用となります。 

実技講習では作業床の高さが 10ｍ以上の高所作業車を使用いたしますので、フルハーネス型 

墜落制止用器具が必要になります。当協会でも貸出致しますが本数に限りがありますので 

ご準備していただくようお願い致します。 

（フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育の受講は不要です。） 

★受講申し込みの方法 

1 先ずご希望日の定員に空きがあるかどうか、電話で日程調整をして下さい。 

２ 日程調整ができましたら、受講申込書に必要事項を記入し、「自動車運転免許証」等の写しを添

付して FAXして下さい。(この時点で仮予約となります) 

３ 証明写真 2 枚（縦 30×横２５mm 正面、脱帽、無背景、6 ヶ月以内に撮影されたもの）をご準

備下さい。裏面にボールペンで氏名を明記し、１枚は申込書に貼付・もう１枚は添付して下さい。 

4 支部窓口で申込む場合は、必要書類+受講料（現金）を事前連絡の上持参願います。 

５ 郵送で申込む場合は、必要書類+受講料（銀行振込証明書貼付）+受講票の返信用封筒（長形３

号・切手貼付・送付先を明記）を同封してください。（送付する受講票は１名に１枚 約 3.0gです） 

※振込先：北國銀行 みどり支店 シャ.ニホンクレーンキョウカイ 普通預金口座 No.115937 

            （振込時の証明などのコピーを添付してください）  

※郵送で書類が到着次第、審査（コース別受講資格）を確認、振込みの入金確認および日程調整

後に受講票を送付します。受講する月ごとに「適格請求書」を同封して発送します。 

７ 講習開始日の７日前、それ以後の取消、欠席者には原則として受講料は返却いたしません。 

８ 各種受講証明等の必要な方は申込み時にお申し出下さい。（受講日以後は手数料が発生します） 

なお、不明な点は支部へお問合せ下さい。 



一般社団法人　日本クレーン協会　北陸支部

☎　076-269-1822 FAX　076－269－2544

〒920-0375　金沢市中屋町西４４７－１

：開催なし 石川労働局長第  １９１号

登録有効期限

：学科1日（８時間）・実技（６時間） 令和 ７年 １２月 ２４日

：学科1日（６時間）・実技（６時間）

※講習時間には学科及び実技の修了試験時間は含まれていません。

　

　

講習は1回定員40名とします。

学科1日（定員：40名）

実技　 A班（20名）

B班（20名）

※ 1) 実技講習日は気象状況により変更することがあります。
2) 定員等に達しない時はA班もしくはB班を中止することもあります。
3) 科目の免除なし（Ａコース）は開催しておりません。

2023/12/27

3 17日(月） 18日（火）

Aコース（１７時間）

Bコース（１４時間）

Cコース（１２時間）

実技（A班）
定員２０名

実技（B班）
定員20名

年度
学科

定員40名
月

5 10日(金） 11日(土）

4 17日(水） 18日(木） 19日(金）

　4日(水)

6 4日(火） 5日（水）

7 16日(火） 17日（水）

12 　9日（月） 10日（火）

令和６年度　高所作業車運転技能講習　日程表
（令和６年４月～令和７年３月）

10 28日（月） 29日（火）

8 　6日(火） 　7日(水) 　8日(木)

9 2日(月） 　3日(火)

令和7年 2 18日(火） 19日（水）

令和6年 3 18日(月） 19日(火）



受講月  月高所作業車運転技能講習受講申込書  

兼 修了証台帳 

 

写真貼付 

６ケ月以内に撮影

した背景のない無

帽、上半身の写真 

縦 3.0 ㎝ 横 2.5 ㎝ 

1 枚貼付・1 枚添付 
※受講番号 ※ ※交付年月日 ※ 

 

ふりがな  旧姓等の併記の希望及び旧姓等 ※修了証番号 

氏  名  希望あり□※希望の場合はレ点をつけてください 

旧姓等 

※ 

 

生年月日  

現 住 所 

                                    

〒   －    

ＴＥＬ（   ）  － 

勤 

務 

先 

所 在 地 〒   －    

事業場名  

ＴＥＬ（    ）   －               担当者名 

「技能講習修了証」の統合 

北陸支部発行の各種「技能講習修了証」を以前に保有されている方は、高所作業車運転の修了証と統合して

１枚になります。下記に必要事項を記入し、受講初日に必ず修了証を持参してください。 

※保有資格種類 修 了 証 番 号 交 付 年 月 日 発 行 教 習 機 関 名 

□床上操作式クレーン運転技能講習修了証  Ｓ・Ｈ・Ｒ  年  月  日 日本クレーン協会北陸支部 

□小型移動式クレーン運転技能講習修了証  Ｓ・Ｈ・Ｒ  年  月  日 日本クレーン協会北陸支部 

□玉掛け技能講習修了証  Ｓ・Ｈ・Ｒ  年  月  日 日本クレーン協会北陸支部 

□フォークリフト運転技能講習修了証  Ｓ・Ｈ・Ｒ  年  月  日 日本クレーン協会北陸支部 
 

 

 

 

 

 

 

 

講習の一部 

免除を希望 

す る 範 囲 

Ｂ・C いずれか希望するコースを〇で囲んで下さい。 

 

Ｂ 

コース 

学科：８時間   延べ１４時間＋試験 

実技：６時間  （２日間）  

※試験は学科及び実技 

受講資格 

保有資格欄の① 

 

C 

コース 

学科：６時間   延べ１２時間＋試験 

実技：６時間   （２日間） 

※試験は学科及び実技 

受講資格 

保有資格欄の② 

・保有する運転免許証 

 のコピーを貼付して           の り づ け 

 下さい。 

 住所等を変更された    

 場合は、裏面の写し           運転免許証（写） 

 又は住民票（マイナ 

ンバーが記載されて      ※住所等を変更された場合は、裏面の 

いない）を添付して       写しも添付して下さい。 

下さい。 

保有資格 

※該当に〇をして下さい。 

①大型特殊（カタピラ限定なし） 

①大型 ・ 中型 ・ 準中型 ・ 普通（各二種免許含む） 

①大型特殊（カタピラ限定あり） 

①建設機械施工技術検定に合格した者 

①フォークリフト・ショベルローダー等・車両系建設機械及び解体・不整地運搬車各技能講習修了者 

②移動式クレーン運転士免許・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 

注）①は学科３時間免除（Bコース）②は学科５時間免除（Cコース） 

資格確認 

 

 

 

印 

 

 

 

印 

石川労働局 登録番号第 191 号(有効期限令和 7 年 12 月 24 日) 




